
平成１３年(ﾜ)第１０９０５号　不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１４年１０月１８日
                    判　　　　　決
                原　　　　　　告　　　マグ　インストルメント　インコーポレ
イテッド
                訴訟代理人弁護士　　　山　内　信　俊
                同　　　　　　　　　　高　橋　美智留
                同　　　　　　　　　　浅　野　絵　里
                被　　　　　　告　　　朝日電器株式会社
                訴訟代理人弁護士　　　松　田　繁　三
                補佐人弁理士　　　　　岡　田　全　啓
                    主　　　　　文
  １　被告は、別紙イ号目録、別紙ロ号目録及び別紙ハ号目録記載の製品を輸入
し、販売してはならない。
  ２　被告は、別紙イ号目録、別紙ロ号目録及び別紙ハ号目録記載の製品を廃棄せ
よ。
  ３　被告は、原告に対し、金１３４９万７５９０円及びこれに対する平成１４年
７月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  ４　原告のその余の請求を棄却する。
  ５　訴訟費用は、これを４分し、その３を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
  ６　この判決は、第３項に限り仮に執行することができる。
                    事実及び理由
第１　請求
  １、２　主文第１項及び第２項と同じ。
  ３　被告は、原告に対し、金１６９９万７５９０円及びこれに対する平成１４年
７月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　本件は、「マグライト」の商品名で懐中電灯を製造販売する米国法人である
原告が、被告に対し、被告が懐中電灯を輸入して販売する行為は、不正競争防止法
２条１項１号の不正競争に当たるとして、その輸入、販売の差止め等と損害賠償を
求めた事案である。
  １　争いのない事実等（証拠の掲記のないものは当事者間に争いがない。）
    (1)　原告は、懐中電灯の開発、製造及び販売を主たる業務とする米国法人であ
る。
    (2)　被告は、家庭用電気製品及び同付属部品の製造販売等を主たる業務とする
株式会社である。
    (3)　原告は、別紙原告商品目録(1)記載の小型懐中電灯「ミニマグライトＡ
Ａ」（以下「原告商品(1)」という。）、別紙原告商品目録(2)記載の小型懐中電灯
「ミニマグライトＡＡＡ」（以下「原告商品(2)」という。）を製造販売している
（これらを合わせて「原告商品」という。）（別紙原告商品目録(1)、(2)記載中の
寸法については、後記第４の１(1)イ記載のとおり、検甲１、２及び弁論の全趣旨に
より認める。）。
    (4)　被告は、別紙イ号目録、別紙ロ号目録及び別紙ハ号目録記載の小型懐中電
灯（以下それぞれを「イ号商品」、「ロ号商品」、「ハ号商品」という。）を中国
から輸入し、「アルミハンディライト」という商品名で日本国内において販売して
いる（これらを合わせて「被告商品」という。）。
  ２　争点
    (1)　原告商品の形態の商品表示性、周知性
    (2)　原告商品と被告商品の形態の類似性
    (3)　混同のおそれ
    (4)　損害の発生及び額
第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点(1)（原告商品の形態の商品表示性、周知性）について
  〔原告の主張〕
    (1)　原告商品(1)（検甲１）は、単３電池を２本格納する懐中電灯であり、別
紙「原告商品と被告商品の対比表（原告主張）」の「原告商品(1)」欄記載の共通し
た特徴を有している。



    (2)　原告商品(2)（検甲２）は、単４電池を２本格納する懐中電灯であり、別
紙「原告商品と被告商品の対比表（原告主張）」の「原告商品(2)」欄記載の共通し
た特徴を有している。
    (3)　原告商品の形態の商品表示性について
      ア　原告商品は、別紙「原告商品と被告商品の対比表（原告主張）」の「原
告商品(1)」欄及び「原告商品(2)」欄の①～⑥の個々の要素が組み合わされた形態
全体として独自性を有するものである。特にそれまでの懐中電灯と比較して独自の
特徴といえる点は、第１にその頭部のデザインであり、第２にライト頭部から胴体
部につながる全体としてすらっとしたデザインである。
        (ア)　ライト頭部のデザインにおいて特に独自性を有するのは、①その頭
部のカーブ、すなわち、フェイスキャップ直径を最大径部とし、胴体部分と接続さ
れる側を最小径部とする放物体である点、②頭部の長さと胴体部の長さの比率とい
う点において、原告商品は、頭部が長く設定されている点である。
        (イ)　ライト頭部から胴体部につながる全体としてすらっとしたデザイン
において特に独自性を有するのは、頭部最大径の胴体部直径に対する割合が小さい
ことで、よりほっそりした形態を提示している点である。
      イ　原告商品が販売開始される以前には、上記６点の個々の要素から成る形
態全体を有する懐中電灯は販売されておらず、その形態は独自の意匠的特徴を有す
るものであった。このことは次の事実からも明らかである。
        (ア)　原告商品は、米国、フランス、ドイツ、日本でデザイン賞を受賞
し、さらに有名なニューヨーク近代美術館にパーマネントコレクションとして所蔵
されている。
        (イ)　原告商品の商品形態について、それぞれ、米国を初め、ベネルクス
３国、スイス、ドイツ等の多くの国において、商標登録がなされ、又はその出願が
なされている。
        (ウ)　スウェーデンデザイン協会は、原告商品の形態が、スウェーデン著
作権法の下で保護される応用美術であることを認める決定を出した。さらに、原告
商品の形態は、香港及び英国においても、著作権を基礎としてその保護が認められ
ている。
        (エ)　原告商品は、その優れたデザイン性により、「アメリカンスタイ
ル」「デザイン」等、米国及びドイツにおいて出版された優れたデザインを有する
商品を集めた出版物に掲載されている。
        (オ)　米国やドイツの大学の教授等の専門家が、原告商品の形態、スタイ
ル及び外観が非常に顕著性を有していること、原告商品の形態は技術的な制約によ
り決定されるものでなく、独自性のある優れたデザインであるなどの意見を述べて
いる。
        (カ)　原告商品のその優れたデザイン性及び人気により、販売開始当初か
ら、原告商品の形態のコピー商品が全世界的に出回ることとなったが、このような
コピー商品の氾濫は、原告商品の形態が意匠的に独創性を有し、大ヒット商品とな
った原告商品を表示するものであることを如実に示すものである。
        (キ)　原告は、米国、ドイツ、スウェーデン、香港、英国、ベルギー、ノ
ルウェー、カナダなどの世界各国において、原告商品のコピー商品の販売差止めを
求める訴訟を提起し、各裁判所において原告の主張が認められ、コピー商品の販売
が差し止められている。
        (ク)　原告は、外国及び日本において、原告商品のコピー商品を販売して
いた数多くの会社との間で、和解契約又は念書等により、原告商品の形態に関する
権利侵害を認め、コピー商品の販売を中止する旨の合意をしている。
        (ケ)　争点(3)における〔原告の主張〕(3)記載のとおり、原告商品につい
ては、その類似商品との間で混同事例が報告されているが、このことは、原告商品
の形態が商品表示性を有することを示すものである。
    (4)　原告商品の形態の周知性について
      ア　原告商品(1)は原告により１９８４年（昭和５９年）に開発され、米国に
おいて販売開始されたものである。原告商品(1)はその優れた携帯性とともに、単３
電池２本の使用で抜群の明るさを発揮するなど、それまでの小型ライトの常識をは
るかに超えた高性能ライトであること、さらに、従来の懐中電灯とは全く異なった
優れたデザイン性を有することから、瞬く間に世界的なベストセラーとなった。さ
らに、１９８７年（昭和６２年）には、原告商品(1)をさらに小型化した単４電池２
本を格納する原告商品(2)が開発され、原告商品(1)と同様に大ヒット商品となっ



た。
      イ　日本においては、原告商品(1)は昭和６１年、原告商品(2)は昭和６３年
に、アウトドア用品専門店である株式会社エイアンドエフ（以下「エイアンドエ
フ」という。）により、本格的に輸入販売されるようになった。
        　エイエンドエフは、通信販売のほか、アウトドア関連用品小売店、大手
百貨店、東急ハンズ等同社取引先の５００以上の小売店に対して原告商品の販売を
行った。
      ウ　原告商品が前述のように、その優れたデザイン性、極めて高性能のライ
トであること、さらに、米国その他世界各国で爆発的に売れているという評判も手
伝って、発売開始から間もなく、原告商品は、山登りなどのアウトドア活動を趣味
とする者を中心として瞬く間に人気商品となったのである。
        　原告商品は、昭和６０年ころから、アウトドア専門雑誌及び製品情報雑
誌において特集され、又は紹介されてきた。特に「モノ・マガジン（mono）」１９
９３年（平成５年）２月１６日号では、「マグライト伝説」と題する１６頁にわた
る特集記事が掲載された。
      エ　原告商品の販売に関しては、次のような宣伝活動が行われた。
        (ア)　エイアンドエフは、同社の総合カタログの１９８６－１９８７年度
版、１９８８－１９８９年度版、１９９０－１９９１年度版に、それぞれ１～３頁
にわたって、原告商品を含む原告の懐中電灯製品を掲載した。同カタログは、アウ
トドア専門店、スポーツ店及び百貨店に対して、並びに通信販売用にそれぞれ約１
万５０００部頒布された。
        (イ)　遅くとも昭和６２年ころから、「モノ・マガジン」、「ビーパ
ル（BE-PAL）」等において原告商品の広告が掲載され始めた。
        (ウ)　三井物産株式会社（以下「三井物産」という。）は、平成元年に原
告商品の日本における一手販売の輸入代理店となり、平成５年１２月から、原告商
品を含むマグライトシリーズ製品のカタログを発行し、平成８年の１年間には約２
０００部、それ以降は毎年約５０００部を、主として、三井物産の原告商品販売代
理店の取引先である卸売業者及び一般消費者に対して頒布した。
        (エ)　三井物産の原告商品の販売代理店である株式会社サンジェルマン
は、平成５年から、原告商品を含む原告のマグライトシリーズ製品の専門カタログ
を発行し、毎年約５０００部を、同社取引先である卸売業者及び小売店並びに一般
消費者に対し頒布している。
        (オ)　同じく三井物産の原告商品の販売代理店である株式会社日立リビン
グサプライは、同社製品カタログを年３回発行し（１回の発行部数は１５万部）、
平成５年から原告商品を掲載しており、これを同社の取引先である家電量販店等に
頒布している。
      オ　販売額について
        　原告商品を含む原告が販売するマグライトシリーズ製品は、平成４年３
月期に７５００万円、平成５年３月期に１億１９００万円、平成６年３月期に少な
くとも２億３６００万円の売上げを計上した。
        　その後も、平成７年３月期には年商５億円を突破し、売上げは倍増ペー
スで拡大した。
        　原告商品の販売額は、マグライトシリーズ全製品の上記販売額の約５２
％を占めている。
      カ　原告商品は、平成２年に、乗用車の日産シーマ及びトヨタレンジクルー
ザーの景品として、それぞれ１万５０００本、１万本が採用されたのを初めとし
て、多数の企業の景品として採用された。
      キ　以上によれば、原告商品の形態は、遅くとも平成６年３月末までには、
原告が製造販売する商品であることを示す商品表示として需要者の間に広く認識さ
れていたことは明らかである。
  〔被告の主張〕
    (1)　原告の主張(1)、(2)記載の事実は、原告商品(1)、(2)の各部の寸法に関す
る記載部分を除き、概ね認める。
      　同(3)、(4)記載の事実は不知。原告商品の形態が原告の出所を表示する機
能を取得していること、原告が製造販売する商品であることを示す商品表示として
需要者の間に広く認識されていることは争う。
    (2)ア　商品の形態が、不正競争防止法２条１項１号の「他人の商品等表示」に
該当することがあり得るとしても、競合する同種の商品の間でどの商品も概ね同様



の形態を採っている場合には、その中のある特定の商品の形態が特定の出所を識別
する機能を発揮するということはほとんどないと考えられる。また、同号は、商品
の形態それ自体を保護するものではなく、商品間の競争が行われていることを前提
に、特定の商品の形態が特定の出所を識別する程度に至っている場合に、他者商品
により出所の誤認混同を生ぜしめる出所識別表示が付されることを禁じる趣旨に止
まるものであるから、商品の形態が商品の技術的機能に由来する必然的な結果であ
るときや、その段階まで至っていなくとも、技術的制約その他の理由により、市場
において商品として競合するためには似ざるを得ないときは、同号の商品表示該当
性は否定されるべきである。
      イ　特に電気製品においては、市場で多くのメーカーが激しい競争を繰り広
げており、商品の内容からくる技術的制約や流行等から、各メーカーとも相当程度
の類似性をもった形態や色彩の商品を販売しており、このような業界において、特
定のメーカーの商品の形態を安易に特別に保護することは、それ以外の多数のメー
カーが自社商品を販売できなくなることを意味し、業界における競争を不当に阻害
することになりかねない。
      ウ　したがって、商品の形態自体が不正競争防止法２条１項１号にいう「他
人の商品等表示」に該当するか否かを判断するためには、
        (ア)　商品の形態が極めて特異であり新規性があるか否か
        (イ)　その形態が特定の商品形態として長年継続的かつ独占的に使用され
てきたか否か
        (ウ)　その形態が強力に宣伝され需要者に浸透したか否か
        (エ)　需要者である消費者が商品を識別、選択する際に主として商品の形
態に着目して購入しているか否か
        　等の諸要素を検討した上で、さらに、
        (オ)　商品の形態が商品の技術的機能に由来する必然的な結果ではない
か、市場において商品として競合するためには似ざるを得ない場合ではないか
        　を慎重に総合判断して決すべきである。
    (3)　懐中電灯の一般的な形態について
      ア　胴体部分について
        　懐中電灯は、胴体部分に単３や単４の乾電池を格納し保持するための格
納部分を有する必要性がある。また、懐中電灯は、人が手で持って利用するもので
あるため、人の手の大きさや指の長さ等に対応して太さ及び長さが選択されるべき
ものである。
        　したがって、懐中電灯の胴体部分は、自ずと使用する乾電池のサイズと
個数により決定される直径及び長さや円筒状体の形態との関係上、技術的に一定の
制限がある。
      イ　ヘッド部分（原告が「ライト頭部」と呼称する部分）について
        　ヘッド部分は、その内部に設置された電球から発せられる光線を効率よ
く反射させるための反射鏡を内蔵する必要性から、反射鏡の最大径部をヘッド部分
の先端部すなわち最大径部と対応させ、ヘッド部分の最小径部は、これに接続され
る胴体部分の太さと対応させる。したがって、ヘッド部分について、最大径部を先
端部とし、最小径部を後端部とする緩やかな曲線を描く放物体とすることは、古く
からの懐中電灯の基本的な形状である。
        　また、内部の反射鏡は、電球から発した光線を反射させて平行な光線と
するために、技術的に放物体の形態にならざるを得ないので、反射鏡を格納し電灯
の機能を効率的に発揮するためには、外部のヘッド部分も放物体にすることが、不
可避とまではいえないとしても最も望ましく、従来の懐中電灯の大部分がそのよう
な形態を採用している。
        　このように、ヘッド部分を放物体とすることは、技術的な制約から決定
されることであり、このことは、意匠登録第２９２３４８号意匠公報（昭和４４年
３月２２日発行、乙１。以下「乙１公報」という。）、意匠登録第３４１９６７号
意匠公報（昭和４７年２月１６日発行、乙２。以下「乙２公報」という。）、意匠
登録第２１４５３１号意匠公報（昭和３８年３月２６日発行、乙３。以下「乙３公
報」という。）記載の意匠が同様の特徴を有していることからして明らかである。
    (4)　原告が原告商品の形態の特徴として挙げる点は、いずれも懐中電灯の一般
的な性質に照らしてありふれた形態であって、特段の特異性や新規性は認められな
い。
      ア　ヘッド部分がフェイスキャップ直径を最大径部とし、胴体部分と接続さ



れる側を最小径部とする放物体であり、胴体部分は乾電池のサイズに規定された大
きさの円筒形を形成しているが、このような形態は、上記のとおり技術的制約の下
において、また従来から公知公用の形態として、懐中電灯の大部分が採用している
基本的な形態と同一である。この点については、乙１～乙３公報、実開昭５３－１
４９４８２号公開実用新案公報（乙４。以下「乙４公報」という。）、実開昭５９
－３６１０１号公開実用新案公報（乙５。以下「乙５公報」という。）、実開昭４
９－１２８０９２号公開実用新案公報（乙６。以下「乙６公報」という。）、実公
昭４０－２５８２６号実用新案公報（乙７。以下「乙７公報」という。）に示すと
おりである。
      イ　原告主張の①、②の点は、取り外しが可能という機能を述べるものにす
ぎず、ヘッド部分の形態としては一体として放物体であり、従来のものと同じであ
る。
      ウ　③及び⑤の胴体部分が円筒形を成しているとの点は、上記(3)で述べた懐
中電灯の一般的な形態を述べるものにすぎない。
      エ　④（ヘッド部分の溝模様）の点について
        　ヘッド部分は、電球を取り替える必要から胴体部分にねじ止めして取り
外し可能にしてあるが、これを回す際の滑り止めをするために、回す方向に対して
直交する方向、すなわちレンズに対する垂直方向に細かい直線の溝模様を形成する
ことが技術的に必要となる。
        　原告商品のヘッド部分に溝模様が設けてあるのは、そうした技術的必要
性に由来するものであって、こうした溝模様を設けることは、乙４公報、乙５公
報、意匠登録第１６８４１７号意匠公報（昭和３６年８月１１日発行、乙８。以下
「乙８公報」という。）及び実開昭５３－１２５２８８号公開実用新案公報（乙
９。以下「乙９公報」という。）に示されるように、懐中電灯における公知公用の
形状である。
      オ　⑤（胴体部分の溝模様）の点について
        　原告商品の胴体部分に設けられている斜め方向に交差した細かい平行線
の溝模様は、懐中電灯において多くの企業が採用するものであり、極めて特異であ
ったり新規性があるとはいえないものである。このことは、意匠登録第７９８９８
９号意匠公報（平成２年１０月３０日発行、乙１０。以下「乙１０公報」とい
う。）、意匠登録第８１５８２４号意匠公報（平成３年８月１４日発行、乙１１。
以下「乙１１公報」という。）、意匠登録第１０１８８５１号意匠公報（平成１０
年８月１９日発行、乙１２。以下「乙１２公報」という。）に示すとおりである。
      カ　その他の点について
        　原告商品の色彩、⑥に記載の大きさについては、意匠的特徴を示すもの
とはいえない。
      キ　原告商品は、従来から存在した懐中電灯のヘッド部分及び胴体部分の一
般的な形態をベースとして、上記の公知の意匠（発明や考案を含む）を寄せ集め
て、形態を若干改良したものということができても、それらに特異性や新規性が備
わっているものとは認めがたい。公知公用の意匠等から原告商品を思い至るについ
てそれほどの困難性を有するものではなく、格別特異なものとは考えられない。
        　原告は、原告商品と同様の形態の懐中電灯について、特別な模様を付け
たものには意匠登録をしているが（意匠登録第１０３７１１０号（乙１３）、意匠
登録第１０６１５４２号（乙１４）、意匠登録第１０６１５４３号（乙１５）、意
匠登録第１０６１５４４号（乙１６））、原告商品のような無地のものについては
意匠登録をしていない。この点からも、原告商品の形態自体については、特別顕著
な意匠的特徴は認められないことを窺い知ることができる。
      ク　原告が主たる需要者と考えているアウトドアを嗜好する需要者向けの懐
中電灯の市場においても、松下電器産業株式会社製「メタルライト」（検乙１、乙
２３の１･２）、株式会社モチロ企画販売「ホタル」（検乙２、乙２４）、その他イ
ンターネット上に多数展示される懐中電灯（乙２５～３０）等、同種商品が多数出
回っている。
    (5)　原告の宣伝広告活動の態様及び需要者の商品識別・選択の動機
      ア　原告は、原告商品を長期間、費用をかけて大量に宣伝広告してきたと主
張するが、大部分が「モノ・マガジン」、「ビーパル」、「グッズプレス」、「特
選街」といった特定の趣味、趣向を有する者向けの雑誌を利用してなされているに
すぎず、しかも、それらの雑誌の広告においても、原告商品の広告は、掲載されて
いる多数の商品の広告の中の一つにすぎない。また、それ以上に広く、テレビ、新



聞、一般雑誌等では広告宣伝されていない。
      イ　原告の宣伝広告は、いずれも「マグライト」の商標を付された原告商品
としての広告であるから、それらの広告によって周知になるものは「マグライト」
の商標を付された原告商品としての周知性にすぎない。
      ウ　原告の宣伝広告活動によれば、「驚異的な明るさとタフなボディー」と
いった機能的な面が強調され、テールキャップにはスペアランプが収納されている
こと、アルミ合金素材に特殊コーティング（陽極酸化仕上げ）することで耐腐食性
が強化されていること、電球からテールまで低電気抵抗で回路を設計しているこ
と、ヘッド部分やテールキャップ等の各オープニング部分に高品質のラバーＯリン
グを使用していること、ボディー素材については、航空機に使用されている頑丈な
アルミ合金から削り出されていること、ヘッド部を軽くひねるだけで、スポットビ
ームからワイドビームまで自在に調節可能なこと等、機能を強く宣伝する姿勢は見
られるものの、原告商品の形態自体の特徴については、ほとんど宣伝がなされてい
ない。
        　この点は、原告商品が掲載された各種雑誌等の紹介記事においても同様
である。
      エ　需要者のニーズとしても、原告商品を紹介した上記雑誌等に顕著に表れ
ているように、アウトドア用品を購入する層が圧倒的に多く、これら需要者は、原
告商品のパンフレットにも強調されている明るさや耐久性・堅牢性といった機能的
な側面に着目して商品を選択するものであり、各同種の商品を販売しているメーカ
ーも、それに対応した製品の説明をしている。
    (6)　原告商品の立体商標の登録出願が拒絶されたこと
      　原告は、日本において原告商品について立体商標の登録出願をしたが、指
定商品との関係では、その商品の形状として通常採用し得る立体的形状から成るも
のであり自他商品の識別標識としての機能を有しないとして、商標法３条１項３号
に該当するとの、拒絶理由通知が出されている（乙８４）。
      　このことは、原告商品の形態が、懐中電灯の商品の形状として通常採用し
得るもので、形態上の顕著な特徴があるとはいえず、自他識別標識の機能を有しな
いことを示すものである。
  ２　争点(2)（原告商品と被告商品の形態の類似性）について
  〔原告の主張〕
    (1)　イ号商品と原告商品(1)の類似性
      　イ号商品（検甲３）は、単３電池を２本格納する懐中電灯であり、別紙
「原告商品と被告商品の対比表（原告主張）」記載１の「イ号商品」欄のような共
通した特徴を有しているのであり、これは原告商品(1)の形態と極めて類似している
ものである（検甲３）。
    (2)　ロ号商品と原告商品(2)の類似性
      　ロ号商品（検甲４）は、単４電池を１本格納する懐中電灯であり、別紙
「原告商品と被告商品の対比表（原告主張）」記載２の「ロ号商品」欄のような共
通した特徴を有しているのであり、これは原告商品(2)の形態と極めて類似している
ものである（検甲４）。
    (3)　ハ号商品と原告商品(2)の類似性
      　ハ号商品（検甲７）は、単４電池を２本格納する懐中電灯であり、別紙
「原告商品と被告商品の対比表（原告主張）」記載３の「ハ号商品」欄のような共
通した特徴を有しているのであり、これは原告商品(2)の形態と極めて類似している
ものである。
    (4)　以上によれば、原告商品(1)とイ号商品、原告商品(2)とロ号商品及びハ号
商品は、それぞれその形態が極めて類似するものである。
  〔被告の主張〕
    (1)　被告商品が電池（イ号商品は単３電池２本、ロ号商品は単４電池１本、ハ
号商品が単４電池２本）を格納する懐中電灯であることは認め、原告商品(1)とイ号
商品、原告商品(2)とロ号商品、原告商品(2)とハ号商品が類似することは争うほ
か、次のとおり認否する（以下においては、原告がイ号商品ないしハ号商品の類似
点として記載する①～⑥の事項に関する認否をまとめて記載する。）。
      ア　①ないし③は、否認する。
        ①　原告のいうフェイスキャップは、これを回転して頭部から独立して取
り外せる形態になっているが、被告商品の頭部は全部が一体になっていて最上部の
みを取り外すことはできない。したがって、被告商品には、フェイスキャップとい



うものはない。
          　被告商品において原告がフェイスキャップ部であると主張する部位の
寸法も、原告商品のフェイスキャップ部とは異なる。
          　原告商品の本体側接合部外周には、０.３㎜幅で深さ１㎜の明瞭な溝が
全周にわたって形成されているが、被告商品では一体構造のヘッド部分であるた
め、本体側接合部がないし溝もない。
        ②について、被告商品のヘッド部分は、先端から中間まで形成される円筒
とその後に続く外形がおわん型局面を有する立方体とを組み合わせた一体構造であ
り、原告商品とは電球交換法からして設計の考え方が相異なり、それが一体化した
外観として表れている。
        ③について、原告は、ヘッド部分から胴体部分にかけての形状を「フェイ
スキャップ相当部分は、その直径を最大径部とし、胴体部分と接続される側を最小
径部とする放物体につながっている」と表現しているが、これは、懐中電灯では約
５０年前から採用されている極めてありふれた一般的形状にすぎない。
      イ　④のうち、頭部に帯状のぎざぎざの模様があることは認めるが、その寸
法は、原告商品と被告商品とで異なる。
      ウ　⑤のうち、胴体部分が円筒形を形成していること、主張の箇所に溝があ
ることは認めるが、溝の態様については、後述のとおり原告商品(2)とは全く異なる
ものであり、否認する。
        　なお、被告商品は、胴体部分の最下部にプッシュオン・オフ式のキャッ
プ状のスイッチが突出する形態で設けられている。
      エ　⑥について、原告の主張と異なる部分は次のとおりであり、その余は概
ね認める。
        (ア)　イ号商品
          　胴体部直径が１.７６㎝であること
        (イ)　ロ号商品
          　頭部長さが２.９７㎝、胴体部長さが６.４７㎝、頭部最大径が１.７５
㎝であること
        (ウ)　ハ号商品
          　全長が１３８.５㎜（頭部長さ３０.０㎜、胴体部長さ９１.０㎜、後部
底蓋部分１７.５㎜）、頭部最大径が１７.５㎜、胴体部直径が１２.９㎜であること
    (2)　原告商品と被告商品とは、外形上、少なくとも次の点が相違する。
      ア　全体的な形態の相違
        (ア)　全体の構成について
          　商品全体を外観上で対比すると、原告商品は、ヘッド部分と胴体部分
という２つの部分から成るのに対し、被告商品は、いずれもヘッド部分、胴体部
分、後部のプッシュ式スイッチ付底蓋部（イ号商品及びハ号商品はハンドストラッ
プ付き、ロ号商品はキーホルダー鎖付き）という３つの部分から成る。
        (イ)　外観上の光沢、色調の相違について
          　原告商品は、外周切削面をバフ仕上げのような光沢を出す加工を施し
て鏡面に仕上げた後に黒色塗装を施しているため、塗装仕上がりも良く、見る人に
対して、もち肌で艶やかかつ上品な高級感を印象付けている。その上、フェイスキ
ャップの白文字印刷の「ＭＩＮＩ　ＭＡＧＬＩＴＥ」という文字は、アクセントに
なって引き締まった感じを与える。
          　これに対し、被告商品は、外周切削面にカッターマーク（切削加工に
使用したバイト刃先の条痕）を残してあり、かつバフ加工のような鏡面加工を施さ
ずラフな（粗い）面性状にして荒々しさを表している。したがって、被告商品には
切削時の条痕やうねりが残り、原告商品との表面性状比較において、いわば鳥肌の
ような粗面であるため、当然のことながら、塗装しても鏡面にはなり得ず、くすん
だ鈍い色調でかつ粗野な感じに仕上げており、原告商品とは見た感じが全く異なる
のである。また、被告商品には、原告商品のフェイスキャップ印刷部に相当する位
置に、アクセントになる印刷を一切施していない。
        (ウ)　ヘッド部分の美的な相違について
          ａ　原告商品と被告商品のヘッド部分の形状は、別紙「ヘッド部分比較
参考図」記載のとおりであり、原告商品は、細面のスマートな感じで、ヘッド部分
曲線と胴体部分の境界部の段差も小さいのに対し、被告商品は、下膨れの丸顔の感
じで、ヘッド部分曲線と胴体部分の境界部の段差も原告商品より大きい。
          ｂ　原告商品のデザインの特徴は、特にヘッド部分にあるが、別紙「ヘ



ッド部分外中比・縦横比」記載のとおり、原告商品のヘッド部分の外中比（Ａ/Ｂ）
及び先頭部の縦横比（Ｃ/Ｂ）のいずれも黄金比（１.６１８）にほぼ等しいか極め
て近い値となっている（黄金分割とは、ギリシャ時代から美術作品、工芸品、建造
物に広く用いられてきたもので、ある長さを外中比に分割する時、又は長方形の縦
横比をおく時に、ほぼ１：１.６１８の比に近づけると調和的で本能的に美しいと感
じるものである。）。
            　これに対し、被告商品は、ヘッド部分の外中比（Ａ/Ｂ）及び先頭部
の縦横比（Ｃ/Ｂ）のいずれもが黄金比（１.６１８）から大きく外れており、それ
が粗野で荒々しい感じをかもし出している。
        (エ)　胴体中央部の手で握る部分の模様の違いについて
          　原告商品は、製品表面を滑らかな面に仕上げ、光沢のある綺麗な表面
にしてあることは前述のとおりである。一方、胴体部分中央に握り部分を設けてい
るが、その造形模様は、綺麗な光沢表面を隠している。そのため、握り部分と他の
光沢面とのコントラストが明瞭である。
          　これに対し、被告商品の握り部分は、くすんだあまり光沢のない表面
をそのまま変えないように握り部分のデザインを施しているので、両製品の胴体部
の差異は明確になっている。
        (オ)　さらに、被告商品には、胴体部分の後端に、胴体部径より太い（イ
号商品で＋１.７㎜、ロ号商品及びハ号商品で＋０.９㎜）プッシュ式スイッチ付底
蓋部が設けられ、かつ、イ号商品及びハ号商品では太いハンドストラップが、ロ号
商品ではキーホルダー鎖が付いている。
          　原告商品には、このようなプッシュ式スイッチ付底蓋部は付いておら
ず、胴体部分の径は後端まで同一径である。
      イ　個別的な形態の相違
        (ア)　原告商品と被告商品の各部分の寸法は、別紙「原告商品と被告商品
の寸法比較」記載のとおりである。
          ａ　イ号商品は、被告実測寸法で、原告商品(1)より全長で３.５㎜長
く、ヘッド部分で２.５㎜短く、胴体部分は１２㎜短い（後部スイッチ付底蓋部は含
まず。）。イ号商品には、直径１９.２㎜、長さ１８㎜の後部スイッチ付底蓋部が付
されており、その形態は原告商品(1)の胴体部分とは明らかに異なる。
          ｂ　ロ号商品は、被告実測寸法で、原告商品(2)より全長で３４.３㎜も
短く、胴体部分では４３.８㎜も短い（後部スイッチ付底蓋部は含まず。）。ロ号商
品には、直径１３.８㎜、長さ１７.５㎜の後部スイッチ付底蓋部が付されており、
その形態は原告商品(2)の胴体部分とは明らかに異なる。
          ｃ　ハ号商品は、被告実測寸法で、原告商品(2)より全長で１０.２㎜長
く、ヘッド部分で５.０㎜短く、胴体部分は２.３㎜短い（後部スイッチ付底蓋部は
含まず。）。ロ号商品には、直径１３.８㎜、長さ１７.５㎜の後部スイッチ付底蓋
部が付されており、その形態は原告商品(2)の胴体部分とは明らかに異なる。
        (イ)　ヘッド部分の相違
          ａ　原告商品と被告商品のヘッド部分の形態的な相違は、別紙「ヘッド
部分比較参考図」記載のとおりである。
          ｂ　原告商品は、ヘッド部分が、ランプを交換する目的のために、フェ
イスキャップとそれ以外から成る構成で、フェイスキャップはその目的からして取
り外し可能である。これに対し、被告商品は、設計思想の違いから、ヘッド部分は
フェイスキャップを構成しない一体構造である。
          ｃ　原告商品のフェイスキャップには、ヘッド部先端から３～６㎜の外
周面に白色で「ＭＩＮＩ　ＭＡＧＬＩＴＥ」と明瞭に識別できる原告商品の商標が
印刷されているが、被告商品には、このような標章は付されていない。
          ｄ　ヘッド部分の長さは、原告商品(1)ではイ号商品に比べて２.５㎜長
く、原告商品(2)ではロ号商品より８.０㎜、ハ号商品より５.０㎜長く、スマート感
が全く異なる。
          ｅ　原告商品のヘッド部分の最後端の胴体部と接する部分は、限りなく
胴体部径に近い寸法にしているのに対し、被告商品のヘッド部分の最後端の胴体部
と接する部分は、０.８㎜～１.０㎜の段差が設けてあり、あたかもヘッド部分に胴
体部分を挿入したような外観になっている。
        (ウ)　胴体部分の溝模様の相違
          ａ　原告商品の胴体部分に形成された模様は、ダイヤ状（又は菱形状）
の表面加工が施された溝模様であり、被告商品の胴体部分の模様は、筋模様であ



り、正方形が４５度傾いて連続した模様である。そして、被告商品の模様の一つ一
つの正方形は、原告商品の一つ一つのダイヤ模様の約４倍の面積を有しており、原
告商品の細かい模様とは明確に異なる。
          ｂ　模様を形成するための溝は、原告商品では幅が広く深い溝であるの
に対し、被告商品では幅が狭く浅い筋状溝である。
          ｃ　原告商品の溝模様部は、胴体径部に、径を０.１５㎜太くしてその表
面に斜め方向に交差した視覚的にも感触的にも明瞭な溝模様を入れたものであるの
に対し、被告商品においては、同じ胴体径表面に原告商品の約２倍の２㎜のピッチ
で浅く長い筋状溝を入れたものである。
            　そして、溝模様部が設けられているのは、原告商品(1)ではφ１８㎜
の胴体径部に長さ６０㎜にわたる部分、イ号商品では少し細いφ１７.５㎜の胴体径
部に長さ４９㎜にわたる部分であり、また、原告商品(2)ではφ１２.５㎜の胴体径
部に長さ５１㎜にわたる部分、ロ号商品ではφ１２.９㎜の胴体径部に長さ２９㎜に
わたる部分、ハ号商品ではφ１２.９㎜の胴体径部に長さ５９㎜にわたる部分であ
り、溝模様部が設けられている領域も原告商品と被告商品とでは異なる。
        (エ)　後部スイッチ付底蓋部等の相違。
          ａ　原告商品の胴体部分の後端部には、電池を取り替えるときに着脱す
るキャップが設けられ、このキャップは、胴体部分と同一の径を有し、その一部を
凹ませ、紐を取り付ける孔を穿設したＴ字型部分（原告商品(1)）、又は略凸字型部
分（原告商品(2)）を有している。
            　これに対し、イ号商品及びハ号商品ではハンドストラップを取り付
けたプッシュ式スイッチ付底蓋が、ロ号商品ではキーホルダー鎖を取り付けたプッ
シュ式スイッチ付底蓋が、それぞれねじ止めされており、これらプッシュ式スイッ
チ付底蓋は、胴体部分より後端に行くに従って膨らみ、胴体部分を握った手からラ
イトが抜け出ることを防止するように形成されている。
            　すなわち、原告商品は、後端部のキャップの外周縁より後端部に向
けて傾斜する円弧状の凹み部が形成され、該凹み部の中央部にキャップの外周に向
けて突片が設けられ、該突片に孔が穿設されており、キャップの後端より見ると、
半円形部より突片が半径方向に突き出し設けられたように形成されている。
            　これに対し、被告商品は、胴体部分の後端より延長して形成された
急な立ち上がり部分から更に緩やかな膨らみ部を有し、その後部には、緩やかな膨
らみ部と比して径の小さい円盤状のプッシュ式スイッチが出没自在に取り付けられ
ている。さらに、このプッシュ式スイッチ付底蓋の胴体部分の後端より続く急な立
ち上がり部分には、筋状の凹みが形成され、その凹み部分には孔が形成されて、イ
号商品及びハ号商品ではハンドストラップが、ロ号商品ではキーホルダー鎖が取り
付けられている。
          ｂ　胴体部分の長さを比較しても、原告商品(1)は１０４㎜であるのに対
し、イ号商品は９２㎜であり、原告商品(2)は９３.３㎜であるのに対し、ロ号商品
は４９.５㎜、ハ号商品は９１.０㎜であり、いずれも異なっている。
        (オ)　その他
          ａ　原告商品(2)では、格納する単４電池が２本、ロ号商品では同電池が
１本である。
          ｂ　電球は、原告商品はピン式、被告商品はリード金具止め式である。
    (3)　したがって、原告商品(1)とイ号商品、原告商品(2)とロ号商品及びハ号商
品は、その構成、各部の寸法、各部の形態等どれをとっても異なるもので、全く異
なる外観形態を備えている。その相違の程度は、特に原告商品(2)とロ号商品ではよ
り大きい。
  ３　争点(3)（混同のおそれ）について
  〔原告の主張〕
    (1)　被告商品と原告商品は、その形態が極めて類似するものであることは、争
点(2)の〔原告の主張〕で述べたとおりである。さらに、原告商品と被告商品は、そ
れぞれ色（黒色）も同一である。
      　したがって、両者が誤認混同される可能性は極めて高い。
    (2)　また、被告商品は、ブリスターパッケージで包装されて販売されており、
原告商品も、黒色のプレゼンテーションボックスによる販売のほかに、ブリスター
パッケージによる販売も広く行われている。購入者としては、このような透明のブ
リスターパッケージにより、原告商品と極めて類似する被告商品の形態を見て、そ
れが原告商品であると誤認混同する可能性がある。



    (3)　消費者が、原告商品と形態において類似する他社製の懐中電灯を、原告商
品と誤認混同し、原告商品の販売代理店ないし小売店に対して修理依頼をしてきた
事例（「アルミニライト３２３」（検甲５）、蛇腹付きのライト（検甲６）、「Ｓ
ＵＲＥＦＩＲＥ」（検甲８）、「ＰＲＯ－ＬＩＴＥ」（検甲９））がある。
  〔被告の主張〕
    (1)ア　被告商品は、そのすべてがブリスターパッケージで包装されており、製
品を裸で単体販売することはない。そして、ブリスターパッケージは、全体の色彩
が鮮やかな青色で、表面に被告商標でありブランド名である「ＥＬＰＡ」という商
標及び「アルミハンディライト」という商品名、「ＦＬＡＳＨ　ＬＩＧＨＴ」の文
字をコントラストのある色使いと大きな文字で表示している。裏面には「ＥＬＰ
Ａ」という商標と「朝日電器株式会社」の社名と住所を明示している。
      イ　他方、原告商品のブリスターパッケージは、薄いシルバー色を基調と
し、ライトの光束をイメージさせる白い楔状の模様が斜めに目立つように数多く入
り、右端には６㎜幅で上から下まで赤いストライプ状印刷が入り、原告商品(1)では
左下、原告商品(2)では上部に赤色で「驚異的な明るさとタフなボディ!!　アメリカ
製」等といった機能や原産地を強調し、米国国旗、「Made In」や「the Ｕ.Ｓ.
Ａ.」の文字、自らの商品名を明記している。そして、同パッケージ中に、原告商
品(1)では電池２本、原告商品(2)では電池２本とペンキャップが同梱されている
が、被告商品には電池等は同梱されていない。
    (2)　ブリスターパッケージで包装された商品を手に取った需要者は、内部に梱
包された商品の形態だけを見るのではなく、ブリスターパッケージに記載されたそ
の商品の商品名、製造者、商品の特徴や説明等を見て、商品の特徴や製造者を確認
した上で購入することになることは明らかである。争点(2)の〔被告の主張〕で述べ
たような原告商品と被告商品の形態の相違に加えて、上記(1)記載のようなブリスタ
ーパッケージにメーカー名や商品名等を明記した販売態様からすれば、これらを見
た上で購入する需要者が、被告商品を原告商品であると誤認混同することはおよそ
考えられない。
      　被告も、原告商品を代理販売しているので、被告商品と共に同じ小売店に
卸売りし、小売店では両者を同じ売り場で販売しているケースがあるが、顧客が被
告商品を原告商品と誤認混同したという例は聞いたことがない。
  ４　争点(4)（損害の発生及び額）について
  〔原告の主張〕
    (1)ア　被告は、平成１０年３月からイ号商品及びハ号商品を、同年５月からロ
号商品を販売している。被告商品の平成１０年３月から平成１４年６月までの総売
上金額は、３５５５万４２７６円（２０６０万３５２２円（イ号商品）＋５７９万
９０９５円（ロ号商品）＋９１５万１６５９円（ハ号商品））である。
      イ　被告商品の平成１０年３月から平成１４年６月までの売上原価の総額
は、２３８９万６６８６円（１３６９万４３００円（イ号商品）＋４３０万０４３
７円（ロ号商品）＋５９０万１９４９円（ハ号商品））である。
      ウ　したがって、被告が被告商品の販売により得た利益は、上記総売上金額
から売上原価の総額を控除した１１６５万７５９０円（６９０万９２２２円（イ号
商品）＋１４９万８６５８円（ロ号商品）＋３２４万９７１０円（ハ号商品））と
なり、原告が被告による被告商品の販売行為によって被った損害は、１１６５万７
５９０円と推定される（不正競争防止法５条１項）。
      エ　不正競争防止法５条１項の侵害者の得た利益の額は、被告商品の売上額
からその仕入価格等販売のための変動経費のみを控除した額と解すべきである。す
なわち、不正競争行為者の得た利益の額を算定するためにその売上額から控除され
るべき費用は、不正競争行為者によって販売されたと同量の商品を被害者が販売し
た場合の被害者の逸失利益を算定するに当たって、どのような費用を控除すべきで
あるかを考慮に入れた上で判断することが相当である。本件では、原告は、原告商
品の開発を完了し、現実に営業的製造販売行為をしているものであり、一方、被告
商品の販売数は、１９９３年３月期でみると日本における原告商品の販売数の１．
８％にすぎず、原告において新たな投資や人件費の増加を要さず、そのままの状態
で製造販売できる個数の範囲内である。このような場合、原告の逸失利益とは、原
告商品の売上額から仕入価格等の販売のための変動経費のみを控除した販売利益と
考えるべきであるから、不正競争行為者が侵害行為により受けた利益も、被告商品
の売上額からその仕入価格等販売のための変動経費のみを控除した額と考えるべき
である。



        　被告は、同項の侵害者の得た利益の額について、販売費及び一般管理費
のほか、支払利息から受取利息を控除したもの（運転資金コスト）を控除した後の
利益によらなければならないと主張する。仮に販売費及び一般管理費等の経費を考
慮すべきであるとしても、当該不正競争行為をしたことによって増加したと認めら
れる部分に限って控除すべきところ、販売費及び一般管理費には、役員報酬、給料
手当、福利厚生費、通信費、交際費、光熱費、宣伝広告費、賃料等様々な費用が雑
多に含まれているのであり、被告が被告商品の販売行為を行わなかったとしてもい
ずれにしろ必要であった費用が多く含まれている。特に、被告は、数多くの種類の
家庭電器製品を販売しており、被告商品はその中の一つにすぎず、また、被告の主
力商品でもない。宣伝広告費一つとってみても、被告商品について格別に宣伝広告
が行われていた事実は認められない。まして、営業外費用である支払利息について
は、被告商品の販売に要した費用とは全くいえない性質のものである。
        　したがって、本件においては、不正競争防止法５条１項の侵害者の得た
利益の額を算定するに当たっては、粗利益から控除すべき費用項目はないというべ
きである。
    (2)　原告は、本訴訟の提起に当たり、被告による被告商品の販売継続の事実、
その販売態様などに関して、調査会社を通じて調査を行ったが、原告が上記調査に
費やした費用は３４万７８０４円であり、その内金３４万円を請求する。
    (3)　被告に対する本訴訟の提起及び遂行にかかる弁護士費用は、本件事件の難
易、国際性及び損害額などを斟酌すると、５００万円が相当である。
    (4)　被告は、被告商品を販売する行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競
争行為であることを知りながら、又は過失によりこれらを知らないで、上記のとお
り平成１０年から被告商品の販売行為を継続したものであり、原告は、被告に対
し、上記(1)～(3)の合計金１６９９万７５９０円及び不法行為の後の日である平成
１４年７月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を請求
する。
  〔被告の主張〕
    (1)ア　原告の主張事実(1)ア及びイの事実は認めるが、同ウの事実は争う。
        (ア)　原告が主張する利益額（１１６５万７５９０円）は粗利益である
が、不正競争防止法５条１項における侵害者が得た利益の算定に際しては、当該商
品の販売のために必要であった販売費や一般管理費を差し引いて算出すべきであ
る。
          　さらに、上記利益の算定に当たっては、被告会社のような卸売り流通
業において運転資金は各商品の販売事業活動を維持継続するための必要不可欠のコ
ストであるから、販売費及び一般管理費のほか、支払利息から受取利息を控除した
もの（運転資金コスト）を控除すべきである。なぜなら、被告の決算は、適正かつ
明確に行っているが、販売している多品種の全商品についての売上高から売上原価
を控除した売上総利益から、販売費及び一般管理費と上記運転資金に対する支払利
息等の諸経費を支払うことによって、会社を経営維持しているのであり、販売して
いる商品のうちの一つである被告商品についても、同様の経費がかかっているとい
えるからである。
        (イ)　そして、被告の場合、各個別商品毎の販売費及び一般管理費等を算
出することは事実上不可能であるから、被告の決算書（損益計算書）における全商
品の売上総利益（粗利益）に対するこれらの経費の割合を、各個別商品に按分して
利益を算定するのが合理的である。
          　被告の損益計算書における売上総利益に対する販売費及び一般管理費
と、支払利息から受取利息を控除した経費の割合は約９２～９７％であるから、被
告商品の売上利益から控除すると、別紙「（イ号）（ロ号）（ハ号）の経費・利益
額」記載のとおりとなり、合計５８万３０４７円（３４万６６１２円（イ号商品）
＋７万９２３８円（ロ号商品）＋１５万７１９７円（ハ号商品））となる。
      イ　原告の主張事実(2)～(4)は、否認し、ないしは争う。
    (2)　次のア、イ記載の事情からすると、被告商品の販売によって原告が損害を
被ったとはいえない。なお、不正競争防止法５条１項は、損害額の推定を定めてい
るが、この規定は、不正競争行為と因果関係のある損害の額を推定するにとどま
り、損害の発生そのものを推定する規定ではないから、原告に損害が発生したこと
が窺われない以上、同条項を適用する基盤を欠くというべきである。
      ア　被告商品は、平成１０年３月から、被告商品の前身となる商品からモデ
ルチェンジされたものであるが、前身商品よりもデザインの訴求力が弱かったため



に、従前のシェアを３分の１ないしそれ以下に落とした。したがって、被告商品の
販売によって、原告商品のシェアを奪っている事実は一切なく、原告に対して損害
を与えたとはいえない。
      イ　被告は、株式会社サンジェルマンを通じて原告商品を仕入れ、原告商
品(1)については平成７年３月から、原告商品(2)については平成５年３月から、長
きにわたってホームセンターなどの小売店に対して、原告商品と被告商品を同時並
行して卸売りしているが、それぞれの販売数量の推移をみると、被告が被告商品の
販売を始めた後も、被告の販売に係る原告商品の販売数量は何ら影響を受けておら
ず、むしろ安定した販売が継続され、全体としての販売数量が増加している。
        　また、甲１１２に示される原告商品の売上実績の推移を見ても、被告が
被告商品を販売した後も、販売額、販売数量共に増加し続けている。
        　そうすると、被告商品の販売は、原告商品の販売額や販売数量に何ら影
響を与えていないというべきである。
第４　争点に対する判断
  １　争点(1)（原告商品の形態の商品表示性、周知性）について
    (1)　原告商品の形態の商品表示性について
      ア　商品の形態は、通常、主として、商品の機能を発揮させ、又は美感を高
めるなどの目的から適宜選択されるものであって、必ずしも商品の出所を表示する
ことを目的として選択されるものではない。しかし、商品の形態が他の商品と識別
し得る独特の特徴を有し、かつ、商品の形態が、長期間継続的かつ独占的に使用さ
れるか、又は、短期間であっても商品の形態について強力な宣伝広告等により大量
に販売されて使用されたような場合には、商品の形態が特定の者の商品を示す商品
表示として出所識別性を取得し、需要者の間で広く認識されるに至ることがあり
得、そのような場合には、商品の形態が不正競争防止法２条１項１号の商品表示と
して保護されるものと解される。
      イ　検甲１、２及び弁論の全趣旨によれば、原告商品の構成は次のとおりで
あることが認められる（原告商品が別紙「原告商品と被告商品の対比表（原告主
張）」の「原告商品(1)」欄及び「原告商品(2)」欄記載の構成（ただし、寸法の記
載を除く。）を有することは当事者間に争いがない。）。
        (ア)　原告商品(1)について
          ａ　全体的な構成
            ①　レンズ、電球、反射板を覆うライト頭部と、単３電池２本を収納
する胴体部分とから成る懐中電灯である。
            ②　大きさは、全長が１４.５㎝（頭部長さ４.２㎝、胴体部長さ１０.
３㎝）、頭部最大径が２.４㎝、胴体部直径が１.７㎝である。
            ③　表面は、全体に黒色に塗られており、ライト頭部の細かい直線の
溝模様（後記ｂ①）、ライト胴体部分の斜め方向に交差した細かい平行線の溝模様
（後記ｃ①）以外の部分は、滑らかな表面に仕上げられ、光沢がある。
          ｂ　ライト頭部の構成
            ①　ライト頭部は、その先端から一定間隔下がった位置の幅５㎜の周
縁に、レンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様がある。
            ②　ライト頭部の先端から同溝模様付近までは円筒形状をなし（原告
が「フェイスキャップ」と称する部分であり、同部分は取り外し可能である。）、
①の直線の溝模様の上部端との間に円周状に溝が形成されている。
            ③　ライト頭部の溝模様の下端付近から、胴体部分と接続される部分
までの形状は、ライト頭部直径を最大径部とし、胴体部分と接続される側を最小径
部とする放物体（ここで「放物体」と称するのは、放物線（y×y＝ax）をＸ軸を中
心として回転したものという、数学的な意味での放物体に限られるものではなく、
ライト頭部と胴体部分との接続部分における傾斜角が緩やかで、最大径部ではほぼ
円筒形状をなすという特徴を備える、概ね放物体形状を呈するものを含む。以下、
同じ。）である。
            ④　②の円筒形状部分には、白文字で「ＭＩＮＩ　ＭＡＧＬＩＴＥ　
AA」「MAG　INSTRUMENT-CALIFORNIA,USA」と記載されている。
          ｃ　ライト胴体部分の構成
            ①　ライト胴体部分は円筒形をなし、その胴体部分の中央部分周縁に
は、斜め方向に交差し、菱形状の格子を形成する細かい平行線（間隔約１㎜）の溝
模様（幅６㎝）がある。
            ②　ライト胴体部分の後端には、ライト胴体部分と同一の径のキャッ



プ（電池交換のためのもの）が設けられ、同キャップの後端側の外周縁には、中央
部に突片を残すように凹みが形成され、同突片には孔が穿設されている。
        (イ)　原告商品(2)について
          ａ　全体的な構成
            ①　レンズ、電球、反射板を覆うライト頭部と、単４電池２本を収納
する胴体部分とから成る懐中電灯である。
            ②　大きさは、全長が１２.７㎝（頭部長さ３.５㎝、胴体部長さ９.２
㎝）、頭部最大径が１.８㎝、胴体部直径が１.２㎝である。
            ③　表面は、全体に黒色に塗られており、ライト頭部の細かい直線の
溝模様（後記ｂ①）、ライト胴体部分の斜め方向に交差した細かい平行線の溝模様
（後記ｃ①）以外の部分は、滑らかな表面に仕上げられ、光沢がある。
          ｂ　ライト頭部の構成
            ①　ライト頭部は、その先端から一定間隔下がった位置の幅４㎜周縁
に、レンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様がある。
            ②　ライト頭部の先端から同溝模様付近までは円筒形状をなし（原告
が「フェイスキャップ」と称する部分であり、同部分は取り外し可能である。）、
①の直線の溝模様の上部端との間に円周状に溝が形成されている。
            ③　ライト頭部の溝模様の下端付近から、胴体部分と接続される部分
までの形状は、ライト頭部直径を最大径部とし、胴体部分と接続される側を最小径
部とする放物体である。
            ④　②の円筒形状部分には、白文字で「ＭＩＮＩ　ＭＡＧＬＩＴＥ　
AAA」「MAG　INSTRUMENT,CALIFORNIA-USA」と記載されている。
          ｃ　胴体部分の構成
            ①　胴体部分は円筒形をなし、その胴体部分の中央部分周縁には、斜
め方向に交差し、菱形状の格子を形成する細かい平行線（間隔約０.８㎜）の溝模様
（幅５.１㎝）がある。
            ②　胴体部分の後端には、胴体部分と同一の径のキャップ（電池交換
のためのもの）が設けられ、同キャップの後端側の外周縁には、中央部に突片を残
すように凹みが形成され、同突片には孔が穿設されている。
      ウ　日本においては、原告商品(1)は昭和６１年、原告商品(2)は昭和６３年
に、アウトドア用品専門店であるエイアンドエフにより、本格的に輸入販売される
ようになったものである（甲６～８、弁論の全趣旨）。
        　被告は、原告商品の形態は、いずれも懐中電灯の一般的な性質に照らし
てありふれたものであって、特段の特異性や新規性がないと主張し、従前から存在
した懐中電灯の形態例の証拠を提出するので、以下検討する。
        (ア)　被告は、ヘッド部分が放物体となっている意匠例として、乙１～乙
３公報を挙げる。
          　しかし、乙１～乙３公報の懐中電灯の写真は、それほど明瞭ではない
が、そのヘッド部分は、胴体部からライト頭部にかけて直線的に広がっているよう
に見え（円錐を切ったような形状）、仮に直線的ではなくやや曲線状に広がってい
るとしても、原告商品のヘッド部分のように、胴体部付近の立上り部では緩やかな
傾斜を呈するが、ライト頭部では円筒形に近いという顕著な放物体形状を示すもの
ではない。
          　また、ライト胴体部分が原告商品より太く、原告商品のようにすらっ
とした感じを受けるものではなく、乙１～乙３公報の懐中電灯の形態は、全体とし
て原告商品よりもずんぐりとしており、原告商品とは異なる印象を有する。
        (イ)　被告は、ヘッド部分に溝模様がある意匠例として、乙４、乙５、乙
８及び乙９公報を挙げる。
          　しかし、乙４公報の懐中電灯は、ライト頭部の端から溝が形成されて
いること、乙５及び乙９公報の懐中電灯は、ライト頭部に一定の幅を持った溝が、
各溝と溝の間にいくぶん間隔を置いて帯状に形成されていること、乙９公報の懐中
電灯は、ライト頭部の先端ではなく、先端から間隔を置いた位置に溝が帯状に形成
されており、溝模様の幅、溝間の間隔、溝模様の位置が原告商品とは同一ではない
ことが認められる（なお、乙８公報に示された懐中電灯の写真は、不鮮明であり、
ライト頭部の溝模様の位置、形状を把握することはできない。）。
          　また、これらの公報の懐中電灯は、いずれもライト胴体部分が原告商
品より太く、原告商品のようにすらっとした感じを受けるものではなく、特に乙９
公報の懐中電灯は、胴体部分が円筒ではない上、取っ手、壁掛用の突起、平坦部に



ライト頭部をやや斜め上方に向けて安定的に据え置くための金具が付されており、
原告商品の形態とは著しく異なっている。
          　したがって、乙４、乙５、乙８及び乙９公報の懐中電灯の形態は、全
体として原告商品とは異なる印象を有する。
        (ウ)　被告は、胴体部分に溝模様がある意匠例として、乙１０～乙１２公
報を挙げるが、これらはいずれも原告商品発売後に発行された意匠公報に記載され
た意匠である。
      エ　現時点において存在する懐中電灯の意匠について検討する。
        (ア)　メタルライト〔松下電器産業株式会社製〕（検乙１、乙２３の１･
２）は、胴体部分の溝模様がなく、ライト頭部から頭部の溝模様までの幅が原告商
品のフェイスキャップ部の幅より広く、また、ライト頭部の溝模様の長さも原告商
品のそれより長い。
          　また、メタルライトは、ライト頭部が、頭部の先端から胴体部にかけ
て外側に膨らむ曲線形状に絞り込まれ、その下方部分では胴体部分に平行に繋がる
ように内側に窪んだ曲線形状に絞り込まれており、原告商品の放物体のライト頭部
とは形状が異なる。
        (イ)　ホタル〔株式会社モチロ企画製〕（検乙２、乙２４）は、原告商品
のフェイスキャップ部に相当する部分が、半透明で薄緑の「夜光リング」となって
おり、また胴体部分の溝は、原告商品のような斜め方向に交差した細かい平行線の
溝模様ではなく、斑状の凹凸で、その凹凸の高さが低い目立たないものとなってい
る。
        (ウ)　アルミフラッシュライト〔YAZAWA CORPORATION製〕（検乙３・４）
は、頭部の溝模様部分の端から、胴体部接続部分に至るまで、内側に窪んだ曲線形
状に絞り込まれており、原告商品の放物体形状のヘッド頭部とは形状が異なる上、
頭部の長さが原告商品に比べて短い。
          　また、胴体部分には溝模様がなく、ライト頭部の溝は、原告商品のよ
うにレンズに対して垂直の方向の直線状のものではなく、縦・横に交差する格子状
のものである。
        (エ)　インターネット上の各社の懐中電灯のカタログ（乙２５～３０）に
掲載されている種々の懐中電灯は、そのデザインの細部が明確ではないが、ヘッド
頭部の形状を見ても、円筒状のヘッド頭部から段差部分や傾斜部分を介して胴体部
分につながるものや、ヘッド頭部が円錐状に広がった形状をしているもので、原告
商品のように放物体形状をなすものは見当たらない。
        (オ)　原告商品の国内販売開始後に発行された乙１１公報記載の懐中電灯
は、胴体部に斜めに交差した細かい溝模様があるが、頭部の円筒部分が二層になっ
ていて、その後端から胴体部接続部分に至るまで、内側に窪んだ曲線形状に絞り込
まれており、頭部の長さが原告商品に比べて短い。
        (カ)　原告商品の国内販売開始後に発行された乙１２公報記載の懐中電灯
は、胴体部の後部側に斜めに交差する溝模様があるが、その頭部の先端に向けて細
く絞り込んだ部分があり、原告商品のような放物体ではなく、また、頭部には、原
告商品のような細かい直線の溝模様がない代わりに、頭部の中程にリング状の凸部
があり、このリング状の凸部には５か所（中心から７２度間隔）に切り込みが入っ
ている。
        (キ)　なお、原告商品の国内販売開始後に発行された乙１０公報記載の懐
中電灯は、原告代表者等を創作者とし原告が意匠権者である意匠に係るものであ
る。その形状も、胴体部に斜めに交差する細かい溝模様があるものの、全体がほぼ
同一径の円筒形状であり、頭部が放物体ではない。
      オ　原告商品は、優れたデザインの商品であるとして通商産業省により平成
２年度のグッドデザイン商品として選定された（甲３、４）ほか、海外において
も、原告商品を含むマグライトシリーズ製品がドイツシュトゥットガルトデザイン
センターが主催する国際デザイン賞（１９９６－９７年度）において３３１の応募
商品の中から同デザイン賞の最終候補の一つとして推薦されたこと（甲１２１、弁
論の全趣旨）、Ｂｕｓｓｅロングライフデザイン賞１９９６において８０商品の応
募の中から金賞を得たこと（甲１２２）、原告商品はニューヨーク近代美術館を初
め、ドイツ、ベルギー、スウェーデン、オランダの美術館の常設所蔵品として収蔵
ないし展示されていること（甲１２３～１２８）、原告商品の商品形態について、
米国、ベネルクス３国、スイス、ドイツ、英国等多くの国において商標登録がなさ
れ、その出願がされていること（甲１２９～１４９）、スウェーデンデザイン協会



が平成１３年４月９日に原告商品の形態がスウェーデン著作権法の下で保護される
応用美術であるとの意見を出していること（甲５）、原告商品の形態は、香港及び
英国においても裁判あるいは和解で著作権を基礎としてその保護が認められたこと
（甲１５０、１５１）、「アメリカンスタイル」「デザイン」等、米国及びドイツ
において出版されたデザイン関係出版物に原告商品が掲載されていること（甲１２
３、１５２、１５３）、米国のマーケッティングや機械工学の専門家である大学教
授等が、原告商品の形態、スタイル及び外観が非常に顕著性を有しているとか、原
告商品の形態は技術的な制約により決定されたものでなく、独自性のある優れたデ
ザインであるなどの意見を述べていること（甲１１７、１１８）が認められる。
      カ(ア)　以上からすると、原告商品の次の形態は、原告商品の形態の特徴的
な要部として独特なものであるということができる。
          ①　レンズ、電球、反射板を覆うライト頭部と、電池を収納する胴体部
分とから成る黒色の懐中電灯であり、胴体部は単３電池ないし単４電池を収納する
程度の直径を有する。
          ②　ライト頭部は、その先端から一定間隔下がった位置の周縁に、レン
ズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様があり、ライト頭部から同溝模様付近ま
では円筒形状をなす。
          ③　ライト頭部の溝模様の下端付近から、胴体部分と接続される部分ま
での形状は、ライト頭部直径を最大径部とし、胴体部分と接続される側を最小径部
とする放物体である。
          ④　ライト胴体部分は円筒形をなし、その胴体部分の中央部分周縁に
は、斜め方向に交差した細かい平行線の溝模様がある。
        (イ)　原告商品は、上記のような構成を採ることにより、放物体形状の頭
部から比較的細い胴体部（単３電池ないし単４電池を収納する程度）につながっ
て、全体としてコンパクトでスマートな印象を与えている。また、ライト頭部の直
線の溝模様や、胴体部分の斜め方向に交差した平行線の溝模様は、すべり止めの機
能を有するとともに、同溝模様部分以外の平坦部分とは異なるざらざらした質感を
与えるとともに、原告商品全体の美感の上で重要な要素となっている。
        (ウ)　なお、原告商品のその余の形態、すなわち、溝模様以外の表面は全
体に滑らかに仕上げてあること、ライト頭部の先端から溝模様付近までがフェイス
キャップ部として取り外し可能であること、同フェイスキャップ部に商品名が白文
字で記載されていること、ライト胴体部分の後端に電池交換のためのキャップが設
けられていること、そのキャップの凹み部分の形状等は、離れて観察した場合に必
ずしも明瞭に感得できる特徴とはいえず、原告商品全体の美感を左右する重要な要
素とはいえない。
        (エ)　そして、上記ウ記載のとおり、原告商品の国内販売を開始した昭和
６１年ないし昭和６３年当時に存在した懐中電灯は、原告商品の上記(ア)①～④の
構成をすべて備え、放物体形状の頭部から比較的細い胴体部につながって全体とし
てコンパクトでスマートな印象を与えるものはなく、その他、原告商品の国内販売
を開始した当時、原告商品の同特徴を備えた懐中電灯が存在したことを認めるに足
りる証拠はない。
          　また、上記エ記載のとおり、現時点で販売されている懐中電灯は、原
告商品の同特徴をすべて備えた懐中電灯はなく、その他、現時点で原告商品の同特
徴をすべて備えた懐中電灯が販売されていることを認めるに足りる証拠はない。
        (オ)　したがって、原告商品が備えている上記(ア)①～④の構成は、他の
懐中電灯とは異なる原告商品独自の特徴的なものであって、こうした形態は、他の
商品と識別できる独特の特徴として商品表示性を有しているといえる。
      キ(ア)　被告は、ヘッド部分を放物体とすることは、内部の反射鏡が放物体
の形態にならざるを得ないことに由来する技術的な制約から決定されると主張す
る。しかし、検甲１、２によれば、原告商品のヘッド部分の放物体曲面は、内部の
反射鏡と外径がほぼ同一であっても、傾斜、長さ等が全く異なっていることが認め
られるから、内部の反射鏡形状に従って決められた技術的な制約による形状という
ことはできない。このことは、上記ウ、エ記載のとおり、様々なヘッド形状をした
懐中電灯が存在することからも明らかである。
        (イ)　被告は、そのほかに、胴体部分の太さが内部に格納する乾電池のサ
イズ、個数により選択されるものであること、懐中電灯の溝模様は滑り止めの機能
を付与するためのものであることなどを理由に、原告商品の形態は従来から存在し
た懐中電灯のヘッド部分及び胴体部分の一般的な形態をベースとしてこれを若干改



良したものにすぎないなどと主張するが、原告商品の形態を個々的に見ると、胴体
部分の太さ、溝模様の設置等の技術的、機能的な考慮により決定されるものや、従
来の懐中電灯が備えている形態部分があるとしても、原告商品が備えている上記
(ア)①～④の構成から成る全体としての形態は、他の懐中電灯とは異なる原告商品
独自の特徴的なものであることに変わりはないというべきである。
        (ウ)　なお、乙８３、８４によれば、原告は、日本において原告商品(1)と
ほぼ同様の形態について、指定商品を「懐中電灯」とする立体商標の登録出願（商
願２００１－３３５８号）をしたが、特許庁審査官より「この商標登録出願に係る
商標は、多少デザインが施されてはいますが、指定商品との関係では、その商品の
形状として通常採用し得る立体的形状からなるものですから、これをその指定商品
に使用しても、全体として、単に商品の形状を表示してなるものと認識するにとど
まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認めます。したがって、
この商標登録出願に係る商標は、商標法第３条第１項第３号に該当します。」とし
て、拒絶理由通知が出されていることが認められる。
          　しかし、商標法と不正競争防止法はそれぞれの要件、効果が同じでは
ないから、上記出願に係る標章が、特許庁において商標としての自他商品識別機能
を有しないと判断されたからといって、原告商品の商品形態に不正競争防止法２条
１項１号の商品表示性があるとする前記認定を左右するものではない。
    (2)　原告商品の形態の周知性について
      ア　原告商品の形態の周知性に関して、次の事実が認められる。
        (ア)　販売店舗について
          　原告商品は、エイアンドエフが日本において販売を開始（原告商品(1)
が昭和６１年、原告商品(2)が昭和６３年）して以降、専門店（Mono Shop、東急ハ
ンズ、ヤマギワ電気）、百貨店（松屋、伊勢丹、小田急、高島屋）、アウトドアシ
ョップ（ＩＣＩ石井スポーツ）、通信販売（CBS Sony Family Club、カタログハウ
ス）等で販売された（甲８）。
        (イ)　雑誌等に掲載された紹介記事について
          ａ　原告商品は、日本において販売される以前から米国その他世界各国
で販売されており、日本においても、原告商品の本格的な販売開始に先立って、昭
和６０年に発行されたアウトドア専門雑誌である「モノ・マガジン（mono）」〔株
式会社ワールドフォトプレス〕（甲９～１２）、同「ビーパル（BE-PAL）」〔株式
会社小学館〕（甲４５、４６）に紹介された。
          ｂ　また、原告商品が本格的に販売開始された後も、上記「モノ・マガ
ジン」（昭和６１年２月号から平成６年３月２日号までの間に３２回。甲１３～４
４）、上記「ビーパル」（昭和６１年５月号から平成５年３月号までの間に１０
回。甲４７～５６）、「グッズプレス（Goods Press）」〔株式会社徳間書店〕（平
成元年６月号から平成５年６月号までの間に７回。甲５７～６３）、「山と渓谷」
〔株式会社山と渓谷社〕（昭和６１年１２月号。甲６４）、「北海道新聞」（平成
３年２月２１日夕刊。甲６５）、「特選街」〔株式会社マキノ出版〕（昭和６２年
３月号から昭和６３年１月号までの間に１１回。甲６６～７６）、「ホットドッ
グ・プレス（H0T-DOG PRESS）」〔株式会社講談社〕（昭和６３年８月号。甲７７）
等のアウトドア専門雑誌、製品情報雑誌、新聞において特集され、又は紹介され
た。
          ｃ　特に「モノ・マガジン」平成５年２月１６日号では、原告商品を含
むマグライトシリーズ製品を紹介する「マグライト伝説」と題する１６頁にわたる
特集記事が掲載され、マグライトシリーズ製品のデザインの良さのほか、従来の同
種の懐中電灯と比べて際だった耐久性、明るさ、操作性の良さ等を有するといった
機能的な特長や、米国において警官、消防士、兵士のようなプロフェッショナルに
信頼され広く使われているということが詳しく紹介された（甲３６）。
          ｄ　さらに、平成１０年に発行された「世界のロングセラー　職人たち
の技」〔株式会社小学館〕（甲２）にも、原告商品を含むマグライトシリーズ製品
が機能的にもデザイン的にも優れた懐中電灯であるとして詳しく紹介されている。
          ｅ　上記雑誌等の紹介記事には、いずれも原告商品の写真が掲載されて
おり、同雑誌等の読者は、前記(1)カ(ア)記載の原告商品の形態の特徴的な部分を感
得することができる。
        (ウ)　宣伝活動について
          ａ　エイアンドエフは、１９８６－１９８７年度版以降、２年毎に作成
される同社の総合カタログ（２０００年版は単年度版）に、それぞれ１～３頁にわ



たって、原告商品を含む原告のマグライトシリーズ製品を掲載し（甲６、７、７
８、８０～８４）、同カタログは、卸売業者、アウトドアスポーツ小売店、一般消
費者等に対し、それぞれ約１万５０００部（２０００年版は約１万部）頒布された
（甲７９）。
          ｂ　アウトドア雑誌等における原告商品の広告は、遅くとも昭和６２年
ころからなされ、「モノ・マガジン」（昭和６２年３月から平成５年６月２日号ま
での間に９回。甲８５～９３）、「ビーパル」（昭和６２年２月号から平成４年１
１月号までの間に３回。甲９４～甲９６）、「ビーパル増刊　ザ・カタログ８７年
春・夏号」（甲９７）、「グッズプレス」（平成４年１１月号。甲９８）、「週刊
ダイヤモンド」〔株式会社ダイヤモンド社〕（平成３年６月１日号及び同月１５日
号。甲９９、１００）、「ＢＯＸ」〔株式会社ダイヤモンド社〕（平成３年７月号
及び同年８月号。甲１０１、１０２）、「ホットドッグプレス」（平成４年１０月
２５日号。甲１０３）、「ダイム」〔株式会社小学館〕（平成４年１２月１７日
号。甲１０４）、「ポパイ（POPEYE）」〔株式会社マガジンハウス〕（平成４年１
０月１４日号。甲１０５）、「朝日新聞」（平成７年８月１７日朝刊、同月２９日
朝刊。いずれも全面広告。甲１５９、１６０）等に掲載されている。
          ｃ　なお、これらの雑誌は、「ビーパル」が「自然と友達になろう」を
テーマにしたライフ・スタイル情報誌であるほかは、「モノ・マガジン」、「グッ
ズプレス」は分野を限定しない商品情報誌、「ＢＯＸ」は知的生活情報誌を標榜す
る雑誌であり、その他の雑誌も、その購読層を特定の趣味趣向を有する者に限定し
たものではない（甲１０１、１０２、甲１５８の１～９）。
          ｄ　三井物産は、平成元年に原告商品の日本における一手販売の輸入代
理店となり、平成５年１２月から、原告商品を含むマグライトシリーズ製品のカタ
ログを発行し、平成８年の１年間には約２０００部、それ以降は毎年約５０００部
を、主として、三井物産のマグライトシリーズ製品の販売代理店の取引先である卸
売業者及び一般消費者等に対して頒布した（甲１、７９、１０６、弁論の全趣
旨）。
          ｅ　三井物産は、原告商品の販売について、複数の大手卸売業者を販売
代理店として指定し、それらの販売代理店を通じて、他の卸売業者、量販店及び小
売店舗等に販売している（甲１０７）。
            　販売代理店のうち、独自にカタログを作成頒布している会社は、エ
イアンドエフ（前記(ア)記載のとおり）、株式会社サンジェルマン、株式会社日立
リビングサプライの３社であり、サンジェルマンは、平成５年から、原告商品を含
むマグライトシリーズ製品の専門カタログを発行し、毎年約５０００部を、同社の
取引先である電器製品関連卸売業者、ギフト卸売業者及び一般消費者等に対し頒布
している（甲７９、１０８）。
            　また、日立リビングサプライは、同社製品カタログを年３回発行し
（１回の発行部数は１５万部）、平成５年から原告商品を掲載しており、これを同
社の取引先である家電量販店、日立特約代理店等に頒布している（甲７９、１０９
～１１１）。
          ｆ　上記雑誌等における広告やカタログには、いずれも原告商品の写真
が掲載されており、これを見た消費者は、前記(1)カ(ア)記載の原告商品の形態の特
徴的な部分を感得することができる。
        (エ)　広告費用について
          　三井物産は、次のとおりマグライトシリーズ製品の雑誌及び新聞の広
告をし、そのための費用を費やした（年度は、前年１０月から当年９月まで。甲１
６１）。
          　（年度）　　　（広告費）　（新聞掲載件数）　（雑誌掲載件数）
          １９９７年度　　４１７７万円　　　　　６件　　　　　１０２件
          １９９８年度　　４５１０万円　　　　　６件　　　　　１３３件
          １９９９年度　　５３０４万円　　　　１８件　　　　　１１４件
          ２０００年度　　４４２５万円　　　　　５件　　　　　１１８件
          ２００１年度　　５１３５万円　　　　１０件　　　　　１０２件
        (オ)　販売額について
          ａ　原告商品を含むマグライトシリーズ製品は、平成４年３月期に７５
００万円、平成５年３月期に１億１９００万円、平成６年３月期に少なくとも２億
３６００万円の売上げを計上した。
            　その後も、平成７年３月期には年商５億円を突破するに至り、その



ころまで売上げは倍増ペースで拡大してきた（甲１１２）。
          ｂ　上記販売額のうち、原告商品の販売額は原告の販売するマグライト
シリーズ全製品の約５３％（平成１２年３月期、平成１３年３月期、平成１３年４
月～７月の期間のマグライトシリーズ全製品の販売額合計〔２３億７１００万
円〕、及び同期間の原告商品の販売額合計〔１２億５４００万円〕を基に算出）を
占めており、原告商品の売上本数及び販売額は、次のとおりとなる（甲１１２）。
            　（販売年度）　　　　（売上本数）　　　　（販 売 額）
            　平成４年３月期　　　 ４万２３２１本　　　　　４０００万円
            　平成５年３月期　　　 ６万６８２３本　　　　　６３００万円
            　平成６年３月期　　 １３万１４１８本　　　１億２３００万円
            　平成７年３月期　　 ２８万６２２５本　　２６億９０００万円
            　平成８年３月期　　 ３９万５９２５本　　３７億２０００万円
            　平成９年３月期　　 ４４万１０３１本　　４１億４０００万円
            　平成10年３月期　　 ４４万０４７４本　　４１億４０００万円
            　平成11年３月期　　 ５４万２３７８本　　５０億９０００万円
            　平成12年３月期　　 ６０万７７４７本　　５７億７０００万円
            　平成13年３月期　　 ５５万１８３３本　　５０億８０００万円
        (カ)　国内及び海外でのデザインとしての評価について
          　前記(1)オ記載のとおり、原告商品は、通商産業省（当時）により、平
成２年度のグッドデザイン商品として選定された（甲３、４）。
          　その他、海外でも、原告商品を含むマグライトシリーズ製品は、優れ
たデザインの商品として、米、独、仏でデザイン賞を受賞し（甲２）、ニューヨー
ク、ドイツ、ベルギー、スウェーデン、オランダの美術館に収蔵されており（甲
２、１２３～１２８）、これらの事実が我が国の雑誌や書籍で紹介されてきた（甲
２、３６）。
      イ　以上のような、平成６年３月末以前における雑誌等における多数の紹介
記事、原告商品の代理店等による雑誌、新聞等における多数の掲載広告、グッドデ
ザイン商品としての選定、海外における評価等に加え、原告商品の販売数量、販売
金額を考慮すれば、原告商品の形態は、商品自体の品質、性能に対する評価とも相
まって、遅くとも平成６年３月末までには、原告が製造販売する商品であることを
示す商品表示として、我が国のアウトドア活動の愛好家を初めとして、広範囲の需
要者の間に広く認識されていたと認めるのが相当であり、その後もその周知性が維
持されているものと認められる。
  ２　争点(2)（原告商品と被告商品の形態の類似性）について
    (1)　被告商品の形態について（なお、以下に記載する各部の寸法は、０.２㎜
～０.３㎜程度の誤差の範囲を含む値である。）
      ア　検甲３によれば、イ号商品は、別紙イ号目録記載のとおりであるほか、
次の構成を備えていることが認められる。
        (ア)　全体的な構成
          ①　レンズ、電球、反射板を覆うライト頭部と、単３電池２本を収納す
る胴体部分とから成る懐中電灯である。
          ②　大きさは、全長が１５㎝（頭部長さ３.９㎝、胴体部長さ１１.１
㎝）、頭部最大径が２.５㎝、胴体部直径が１.７７㎝である。
          ③　表面は、全体に黒色に塗られており、ライト頭部の細かい直線の溝
模様（後記(イ)①）、ライト胴体部分の斜め方向に交差した細かい平行線の溝模様
（後記(ウ)①）以外の部分は、円周状に細かいカッターマーク（切削加工に使用し
たバイト刃先の条痕）が残っている。
        (イ)　ライト頭部の構成
          ①　ライト頭部は、その先端から一定間隔下がった位置の幅６㎜の周縁
に、レンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様がある。
          ②　ライト頭部から同溝模様付近までは円筒形状をなし、①の直線の溝
模様の上部端との間に円周状に溝が形成されている（同円筒形状部分は、ライト頭
部と一体のものである。）。
          ③　ライト頭部の溝模様の下端付近から、胴体部分と接続される部分ま
での形状は、ライト頭部直径を最大径部とし、胴体部分と接続される側を最小径部
とする放物体である。
          ④　②の円筒形状部分には、何も記載されていない。
        (ウ)　ライト胴体部分の構成



          ①　ライト胴体部分は円筒形をなし、その胴体部分の中央部分周縁に
は、斜め方向に交差し、正方形の格子を形成する細かい平行線（間隔は約１.５㎜）
の溝模様（幅６㎝）がある。
          ②　ライト胴体部分の後端には、ライト胴体部分より直径が大きいキャ
ップ（電池交換のためのもの）が設けられ、同キャップの側面には、中央部に突片
を残すように凹みが形成され、同突片に穿設された孔にはハンドストラップが取り
付けられている。また、同キャップの後端には、プッシュ式スイッチが設けられて
いる。
      イ　検甲４によれば、ロ号商品は、別紙ロ号目録記載のとおりであるほか、
次の構成を備えていることが認められる。
        (ア)　全体的な構成
          ①　レンズ、電球、反射板を覆うライト頭部と、単４電池１本を収納す
る胴体部分とから成る懐中電灯である。
          ②　大きさは、全長が９.４５㎝（頭部長さ２.６９㎝、胴体部長さ６.７
６㎝）、頭部最大径が１.７８㎝、胴体部直径が１.２９㎝である。
          ③　表面は、全体に黒色に塗られており、ライト頭部の細かい直線の溝
模様（後記(イ)①）、ライト胴体部分の斜め方向に交差した細かい平行線の溝模様
（後記(ウ)①）以外の部分は、円周状に細かいカッターマーク（切削加工に使用し
たバイト刃先の条痕）が残っている。
        (イ)　ライト頭部の構成
          ①　ライト頭部は、その先端から一定間隔下がった位置の幅３.４㎜の周
縁に、レンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様がある。
          ②　ライト頭部から同溝模様付近までは円筒形状をなす（同円筒形状部
分は、ライト頭部と一体のものである。）。
          ③　ライト頭部の溝模様の下端付近から、胴体部分と接続される部分ま
での形状は、ライト頭部直径を最大径部とし、胴体部分と接続される側を最小径部
とする放物体である。
          ④　②の円筒形状部分には、何も記載されていない。
        (ウ)　ライト胴体部分の構成
          ①　ライト胴体部分は円筒形をなし、その胴体部分の中央部分周縁に
は、斜め方向に交差し、正方形の格子を形成する細かい平行線（間隔は約１㎜）の
溝模様（幅２.９㎝）がある。
          ②　ライト胴体部分の後端には、ライト胴体部分より直径が大きいキャ
ップ（電池交換のためのもの）が設けられ、同キャップの側面には、中央部に突片
を残すように凹みが形成され、同突片に穿設された孔にはキーホルダー鎖が取り付
けられている。また、同キャップの後端には、直径１.０７㎝のプッシュ式スイッチ
が設けられている。
      ウ　検甲７によれば、ハ号商品は、別紙ハ号目録記載のとおりであるほか、
次の構成を備えていることが認められる。
        (ア)　全体的な構成
          ①　レンズ、電球、反射板を覆うライト頭部と、単４電池２本を収納す
る胴体部分とから成る懐中電灯である。
          ②　大きさは、全長が１３.９５㎝（頭部長さ３㎝、胴体部長さ１０.９
５㎝）、頭部最大径が１.７９㎝、胴体部直径が１.２９㎝である。
          ③　表面は、全体に黒色に塗られており、ライト頭部の細かい直線の溝
模様（後記(イ)①）、ライト胴体部分の斜め方向に交差した細かい平行線の溝模様
（後記(ウ)①）以外の部分は、円周状に細かいカッターマーク（切削加工に使用し
たバイト刃先の条痕）が残っている。
        (イ)　ライト頭部の構成
          ①　ライト頭部は、その先端から一定間隔下がった位置の幅３.５㎜の周
縁に、レンズに対して垂直方向の細かい直線の溝模様がある。
          ②　ライト頭部から同溝模様付近までは円筒形状をなす（同円筒形状部
分は、ライト頭部と一体のものである。）。
          ③　ライト頭部の溝模様の下端付近から、胴体部分と接続される部分ま
での形状は、ライト頭部直径を最大径部とし、胴体部分と接続される側を最小径部
とする放物体である。
          ④　②の円筒形状部分には、何も記載されていない。
        (ウ)　ライト胴体部分の構成



          ①　ライト胴体部分は円筒形をなし、その胴体部分の中央部分周縁に
は、斜め方向に交差し、正方形の格子を形成する細かい平行線（間隔は約１㎜）の
溝模様（幅６㎝）がある。
          ②　ライト胴体部分の後端には、ライト胴体部分より直径が大きいキャ
ップ（電池交換のためのもの）が設けられ、同キャップの側面には、中央部に突片
を残すように凹みが形成され、同突片に穿設された孔にはハンドストラップが取り
付けられている。また、同キャップの後端には、直径１.０６㎝のプッシュ式スイッ
チが設けられている。
    (2)ア　被告商品は、いずれも原告商品の上記１(1)カ(ア)記載の形態的特徴を
備えており、そうした形態的特徴から、全体としてコンパクトでスマートなデザイ
ン性、原告商品とほぼ同様の位置に設けられたライト頭部及び胴体部分の溝模様が
与えるざらざらした質感及び同溝模様が与えるデザイン性など、原告商品を模倣し
たと推定されるほどによく似ており、原告商品とほぼ同様の印象を受けるというべ
きである。
      イ　他方、原告商品と被告商品とは、次の相違点を有する。
        (ア)　全体的な構成の差異
          ①　原告商品(2)とロ号商品とでは、収納する単４電池の数が２本と１本
で異なる。
          ②　全体的な大きさ、直径等の寸法が必ずしも同一ではない。
          ③　懐中電灯の溝部分以外の表面が、原告商品では、滑らかな表面に仕
上げてあるのに対し、被告商品では、円周状に細かいカッターマーク（切削加工に
使用したバイト刃先の条痕）が残っており、原告商品の方が光沢がある。
        (イ)　ライト頭部の構成の差異
          ①　ライト頭部の溝模様の幅寸法が同一ではない。
          ②　原告商品は、ライト頭部の先端から溝模様付近までの円筒形状部分
（フェイスキャップ部分）が取り外し可能であるのに対し、被告商品では一体化し
ており取り外し可能部分がない。
          ③　原告商品のフェイスキャップ部分には、商品名、製造者の名称が白
文字で記載されているが、被告商品の同部分には何も記載されていない。
        (ウ)　胴体部分の構成の差異
          ①　胴体部分に形成された溝模様における細かい平行線間の間隔が同一
ではない。また、同平行線が形成する格子が、原告商品では菱形状であるのに対
し、被告商品では正方形である。
          ②　胴体後部に設けられたキャップの外径が、原告商品では胴体部分と
同一径であるのに対し、被告商品では胴体部分より大きい。同キャップに設けられ
た凹みの位置及び形状が異なる。被告商品では、同キャップにハンドストラップな
いしキーホルダー鎖が付いているのに対し、原告商品には何も付いていない。被告
商品では、同キャップにプッシュ式スイッチが設けられているが、原告商品では同
スイッチは設けられていない。
      ウ　しかしながら、上記差異は、次のとおり原告商品と被告商品との全体的
な印象、類似性を左右するものではない。
        (ア)　全体的な構成の差異について
          ａ　原告商品(2)とロ号商品とは、収納される単４電池の本数が異なるこ
とに伴い胴体部分の長さが異なるとしても、商品全体に占めるライト頭部と胴体部
の比率がほぼ２８：８２と等しく、しかもライト頭部直径を最大径部とし、胴体部
分と接続される側を最小径部とする放物体であり、最大径と最小径がほぼ一致する
という点で、ライト頭部の形状がほぼ同一であって、これらにより全体としてコン
パクトでスマートな印象を受けることには変わりはないから、ロ号商品は、少なく
とも原告商品(2)と同一シリーズないし同一出所の商品との印象を与えることに変わ
りはない。
          ｂ　全体的な大きさ、直径等の寸法が必ずしも同一ではないことは、全
体的な印象を左右するものではなく、表面の仕上げ状況の差異は、離れて観察した
場合に明瞭に認識できるものではない。
        (イ)　ライト頭部の構成の差異について
          ａ　ライト頭部の溝模様の幅寸法の差異は全体的な印象を左右するもの
ではない。
          ｂ　ライト頭部の先端から溝模様付近までの円筒形状部分（フェイスキ
ャップ部分）が取り外し可能か否かについては、外観上認識できる差異ではない。



          ｃ　原告商品のフェイスキャップ部分の商品名、製造者の記載は、黒色
の塗装の上に白文字で記載されていることから、原告商品の外観上目立つものであ
って、被告商品にはないデザイン上のアクセントにもなっていることは否定できな
いが、同記載も商品のデザインの全体的な印象を左右するようなものではない。
        (ウ)　胴体部分の構成の差異について
          ａ　胴体部分の溝模様の平行線の間隔や格子形状の差異があることによ
って、離れて観察した場合に、同溝模様部分から受ける質感という点において、原
告商品の方が被告商品よりもよりざらざらした感じを強く受けるが、同質感の差異
は、全体的な印象を左右するほどのものではない。
          ｂ　また、ハンドストラップないしキーホルダー鎖は、これらが携帯用
の物品に取り付けられるのは極くありふれた一般的なことであって（原告商品にも
胴体後部のキャップに取付け用の孔が設けられている。）、こうした付加的なハン
ドストラップやキーホルダー鎖の存在は、原告商品と異なる形態を特徴付ける要素
とはいえない。
          ｃ　さらに、胴体後部のキャップ部分の太さが胴体部分より太いこと
や、プッシュ式スイッチが付いていることも、胴体部分に特に着目した場合にはそ
の形態の差異を特徴付ける要素にはなり得ても、懐中電灯全体を観察した場合に
は、全体的な印象を左右するものとはいえない。
      エ　なお、被告は、ライト頭部の形状について、別紙「ヘッド部分比較参考
図」記載のとおりであり、原告商品は細面のスマートな感じであるのに対し被告商
品は下膨れの丸顔の感じであって、またライト頭部の曲線と胴体部分の境界部の段
差が小さいと主張し、また、別紙「ヘッド部分外中比・縦横比」記載のデータを参
考に、原告商品は黄金分割にほぼ等しいか極めて近いデザイン手法を取り入れたも
ので、この点において被告商品とは異なると主張する。
        　しかし、前記１(1)カ(ア)記載のとおり、原告商品のライト頭部は、その
先端から溝模様下端付近までは円筒形状をなし、そこから概ね放物体形状をなす曲
面を経て胴体部分につながるところに特徴があり、また、こうした形状によってラ
イト頭部を含めた懐中電灯全体としてスマートでコンパクトな印象を受けるもので
あるが、被告が主張するようなライト頭部の個々的な寸法の差異や黄金分割に近い
寸法比率を採用しているか否かという点は、全体として受ける印象の差異をもたら
すものとはいえない。
      オ　結局、被告商品は原告商品が備えている前記１(1)カ(ア)記載の形態的特
徴を備えており、両者の形態部分の差異を考慮しても全体として与える印象を異に
するものではないから、イ号商品は原告商品(1)に、ロ号商品及びハ号商品は原告商
品(2)に、それぞれその形態が類似するものというべきである。
  ３　争点(3)（混同のおそれ）について
    (1)　イ号商品は原告商品(1)に、ロ号商品及びハ号商品は原告商品(2)に、それ
ぞれその形態及び外表面の色（黒色）が類似するものというべきであり、消費者
は、その形態、色の類似性から、両者を誤認混同するおそれがあるというべきであ
る。
    (2)ア　被告は、原告商品及び被告商品の包装形態から、混同のおそれが生じな
いと主張する。
      イ　検甲３、４、７、乙１７、１８によれば、被告商品は、透明のブリスタ
ーパッケージで包装されており、ブリスターパッケージの台紙は、全体の色彩が青
色で、表面に被告の商標でありブランド名である「ＥＬＰＡ」の文字が記載されて
いるほか、「アルミハンディライト」という商品名が目立ちやすい山吹色の縦１６
㎜の文字で明記されていること、「ＥＬＰＡ」と「アルミハンディライト」の間に
は、上から白抜き縦３㎜の文字で品番、その下には赤色縦９㎜の文字で「ＦＬＡＳ
Ｈ　ＬＩＧＨＴ」と配置されていること、裏面には「ＥＬＰＡ」の商標と「朝日電
器株式会社」の社名と住所が記載されていることが認められる。
      ウ　検甲１、２によれば、原告商品も透明のブリスターパッケージで包装さ
れており、ブリスターパッケージの台紙の表側は、薄いシルバー色を基調とし、多
数の白い線が斜めに楔状に描かれ、右端には６㎜幅で上から下まで赤いストライプ
状印刷が入り、縦１４㎜の米国国旗とその上に「Made In」、下に「the Ｕ.Ｓ.
Ａ.」という文字を記載し、自らの商品名を黒色で縦６㎜ないし縦９㎜の太字で「Ｍ
ＩＮＩ　ＭＡＧＬＩＴＥ」と明記していること、同パッケージ中に、原告商品(1)で
は電池２本、原告商品(2)では電池２本とペンキャップが同梱されていることが認め
られる。



      エ　しかし、原告商品及び被告商品がブリスターパッケージで包装されてい
るとしても、いずれのブリスターパッケージも透明であって、原告商品及び被告商
品の形態的特徴を十分感得できるものであること、また、懐中電灯等をブリスター
パッケージで包装して販売することは、一般に広く行われている販売方法であるか
ら、ブリスターパッケージの包装形態の差異は、消費者が商品を選択する際におい
て、当該商品そのものの形態以上に着目する要素とは思われないことからすると、
上記のブリスターパッケージにおける台紙の表示の差異を考慮しても、消費者が、
原告商品と被告商品を誤認混同するおそれがないということはできない。
    (3)　また、被告は、原告商品と被告商品を同じ売り場で販売しているケースに
おいても、誤認混同した事例はないと主張するが、特定の販売店においてそうした
誤認混同の具体例がないことをもって、直ちに、原告商品と形態が類似する被告商
品の販売行為が、消費者の誤認混同を惹起するおそれがないとすることはできな
い。
  ４　争点(4)（損害の発生及び額）について
    (1)　不正競争防止法５条１項に基づく損害の算定について
      ア　被告商品の平成１０年３月から平成１４年６月までの総売上金額が、３
５５５万４２７６円（２０６０万３５２２円（イ号商品）＋５７９万９０９５円
（ロ号商品）＋９１５万１６５９円（ハ号商品））であること、その売上原価の総
額が、２３８９万６６８６円（１３６９万４３００円（イ号商品）＋４３０万０４
３７円（ロ号商品）＋５９０万１９４９円（ハ号商品））であることは、当事者間
に争いがない。
        　これによれば、被告が平成１０年３月から平成１４年６月までの被告商
品の販売により得た売上利益（粗利益）は、１１６５万７５９０円（６９０万９２
２２円（イ号商品）＋１４９万８６５８円（ロ号商品）＋３２４万９７１０円（ハ
号商品））となる。
      イ　被告は、同売上利益（粗利益）から、販売費及び一般管理費並びに支払
利息から受取利息を控除したもの（運転資金コスト）（全商品の売上総利益（粗利
益）と、販売費及び一般管理費並びに上記運転資金コストの合計額との比率を基に
算出）を、控除すべきであると主張するので、この点について検討する。
        (ア)　不正競争防止法５条１項は、不正競争行為によって営業上の利益を
侵害された者が侵害者に対して損害賠償を請求する場合に、侵害者が当該不正競争
行為によって受けた利益の額をもって被害者の損害の額と推定する旨規定している
ところ、侵害者が受けた「利益の額」とは、侵害者が侵害行為によって得た売上額
から、製造原価・販売原価のほか、侵害者が当該侵害行為たる製造・販売に必要で
あった諸経費を控除した額であると解すべきであり、販売費及び一般管理費にあっ
ては、当該不正競争行為をしたことによって増加したと認められる部分に限って控
除の対象とすべきであると解するのが相当である。
          　なお、原告は、不正競争防止法５条１項により不正競争行為者の得た
利益の額を算定するに当たって、売上額から控除されるべき費用は、不正競争行為
者によって販売されたと同量の商品を被害者が販売した場合の逸失利益を算定する
に当たってどのような費用を控除すべきであるかを考慮に入れて判断すべきである
と主張する。しかし、不正競争防止法の上記規定は、不正競争行為によって営業上
の利益を立証することが一般的に困難であることに鑑みて設けられたものであると
ころ、これと同旨の規定は、従前から特許法（平成１０年法律第５１号による改正
後の１０２条２項）、実用新案法（同２９条２項）、意匠法（同３９条２項）及び
商標法（同３８条２項）にも設けられているが、特許法等においては、平成１０年
法律第５１号による改正で、更に逸失利益の立証の容易化を図る趣旨で、侵害者の
譲渡した侵害品の数量に権利者が侵害行為がなければ販売することができたであろ
う物の単位当たりの利益の額を乗じて得た額を損害の額とできる旨の規定が新設さ
れたところである（上記各条１項）。これらの規定を総合して考えると、特許法等
の各規定（上記各条２項）における侵害者が受けた「利益の額」とは、侵害者が侵
害行為によって得た売上額から、製造原価・販売原価のほか、侵害者が当該侵害行
為たる製造・販売に必要であった経費を控除した額であると解すべきであり、その
際、権利者側の状況を考慮することは、特段の事情がない限り必要ないものという
べきである。不正競争防止法においては、上記の特許法等と同様の改正はされてい
ないが、同法５条１項の規定と上記改正後の特許法１０２条２項の規定とが法文上
同旨の規定であることは明らかであるから、不正競争防止法５条１項にいう不正競
争行為者が侵害行為により受けた「利益の額」についても同様に解するのが相当で



ある。
        (イ)　被告が控除すべきと主張する販売費及び一般管理費の中には、役員
報酬、給料手当、福利厚生費、通信費、交際費、光熱費、宣伝広告費、賃料等様々
な費用が雑多に含まれているのであり、その大部分の費目は、被告商品の販売のた
めの変動経費とはいえないものと推認されるし、支払利息から受取利息を控除した
もの（運転資金コスト）は被告商品の販売に要した費用とはいえない性質のもので
ある。
          　しかも、乙７５の１～５によれば、被告の各会計年度における売上額
（１億円未満は切捨て）は、第２９期（平成９年７月１日～平成１０年３月３１
日）が１１５億円、第３０期（平成１０年４月１日～平成１１年３月３１日）が１
４６億円、第３１期（平成１１年４月１日～平成１２年３月３１日）が１５３億
円、第３２期（平成１２年４月１日～平成１３年３月３１日）が１５３億円、第３
３期（平成１３年４月１日～平成１４年３月３１日）が１４８億円であることが認
められる。被告商品の上記販売期間（平成１０年３月から平成１４年６月まで）に
概ね相当する第３０期～第３３期の上記売上額の合計は６００億円となるが、上記
ア記載のとおり、同期間における被告商品の売上合計額は３５５５万４２７６円で
あり、被告の売上合計額のうち被告商品の売上額が占める割合はわずか０．０５９
％に過ぎないから、被告が、被告商品を販売することにより、特に販売費及び一般
管理費が増加したとは認められず、その中で個別的に被告商品の製造、販売に要し
た費用があったことを認めるに足りる証拠もない。
        (ウ)　そうすると、不正競争防止法５条１項に基づく損害の算定に当たっ
て、被告の売上利益（粗利益）から、販売費及び一般管理費の全額並びに支払利息
から受取利息を控除したもの（運転資金コスト）（全商品の売上総利益（粗利益）
と、販売費及び一般管理費並びに上記運転資金コストの合計額との比率を基に算
出）を、控除すべきとする被告の主張は理由がない。
      ウ　以上によれば、原告が被告の被告商品の販売行為によって被った損害
は、１１６５万７５９０円と推定される（不正競争防止法５条１項）。
      エ　なお、被告は、前身となる商品から被告商品へのモデルチェンジに伴っ
てシェアが３分の１ないしそれ以下に下落したこと、また、被告は原告商品も販売
していたところ、被告商品の販売を開始しても原告商品の販売数量は何ら影響を受
けなかったことなどを理由として、原告は被告商品の販売によって損害を被ったと
はいえないと主張する。
        　しかしながら、前身となる商品から被告商品へのモデルチェンジに伴っ
てシェアが下落したとか、被告商品の販売を開始しても被告における原告商品の販
売数量が何ら影響を受けなかったとの事情が存在するとしても、前記のとおり、被
告商品の形態が原告商品の形態と類似し消費者の混同を惹起するものであって、原
告商品及び被告商品が共に我が国の市場で販売されている以上、原告商品の販売に
ついて被告の不正競争行為の影響を受けなかったとは考えられず、こうした事実に
よって、不正競争防止法５条１項に基づく上記損害の推定が覆されるとはいえな
い。
        　したがって、被告の同主張は理由がない。
    (2)　調査費用について
      　甲１１３～１１５、１６６、１６７によれば、原告は、本件訴訟の提起に
当たり、被告による被告商品の販売継続の事実、その販売態様等に関する調査を調
査会社に依頼し、その費用として、合計３４万７８０４円を支出したことが認めら
れる。
      　原告は、調査費用に係る損害として、上記のうち３４万円を請求している
が、この金額は、被告の侵害行為の態様や調査内容等に照らして、被告の不正競争
行為と相当因果関係のある損害であると認められる。
    (3)　弁護士費用について
      　本件事案の内容、訴訟の経過、認容する損害額等を勘案すると、被告の不
正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用としては１５０万円とするのが相当で
ある。
    (4)　また、被告自ら原告商品を販売する一方で、被告商品を輸入して販売した
という被告商品の販売経過や、前記のとおり、原告商品の形態が広範囲の需要者の
間に広く認識されていたものであることを考慮すると、被告には、被告商品を販売
したことについて少なくとも過失があるというべきである。
    (5)　以上によれば、原告の請求第３項は、被告に対し金１３４９万７５９０円



（１１６５万７５９０円＋３４万円＋１５０万円）及びこれに対する不法行為の後
の日である平成１４年７月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による金
員の支払を求める限度で理由がある。
  ５　よって主文のとおり判決する。

　　　　　　大阪地方裁判所第２１民事部

                            裁判長裁判官　　　小　　松　　一　　雄

                                  裁判官　　　阿　　多　　麻　　子

                                  裁判官　　　前　　田　　郁　　勝

（別紙）
イ号目録図ロ号目録図ハ号目録図原告商品目録（１）原告商品目録（２）原告商品
と被告商品の対比表ヘッド部分比較参考図ヘッド部分外中比・縦横比原告商品と被
告商品の寸法比較（イ号）（ロ号）（ハ号）の経費・利益額


